
凡例＝問問い合わせ /　申し込み

自
然
災
害
を
生
き
抜
く
た
め
に
も

地
域
と
の
連
携
を
強
化
し
ま
し
ょ
う

　
自
治
会
や
町
会
な
ど
へ
の
加
入
に
つ
い
て

　
災
害
が
起
き
た
と
き
、
被
害
を
最
小
限
に
す
る

た
め
に
は
、
地
域
の
防
災
力
を
高
め
て
お
く
こ
と

が
重
要
で
す
。

　
大
き
な
災
害
が
起
き
て
家
屋
が
倒
壊
し
、
生
き

埋
め
や
閉
じ
込
め
ら
れ
た
場
合
、
家
族
の
力
だ
け

で
の
救
助
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
大
災
害
が
発

生
し
た
際
に
は
、
自
衛
隊
や
救
助
隊
な
ど
が
救
助

に
あ
た
り
ま
す
が
、
多
く
の
方
は
、　

「
自
助
」（
自
分
の
身
は
自
分
で
守
る
こ
と
）

「
共
助
」（
近
隣
・
地
域
に
よ
る
助
け
合
い
）

に
よ
っ
て
命
を
救
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
人
権
擁
護

委
員
法
の
施
行
日
を
記
念
し
て
、
毎
年
６
月
１
日

を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
人
権
擁
護

委
員
制
度
の
周
知
と
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚

を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、市
町
村
長
の
推
薦
を
受
け
、

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間
人
で
、
地
域
の

皆
さ
ん
か
ら
の
人
権
相
談
を
受
け
、
悩
み
を
解
決

す
る
お
手
伝
い
を
し
た
り
、
人
権
侵
犯
の
被
害
者

を
救
済
し
た
り
、
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
に
人
権
に

つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
さ
ま
ざ

ま
な
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
制
度
は
、

官
民
一
体
と
な
っ
て
人
権
擁
護
活
動
を
行
う
こ
と

が
望
ま
し
い
と
い
う
観
点
か
ら
設
け
ら
れ
た
制
度

で
、諸
外
国
に
は
例
を
見
な
い
も
の
で
す
。
現
在
、

約
１
万
４
０
０
０
名
の
人
権
擁
護
委
員
が
全
国
の

市
町
村
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
各
種
人
権
相
談
窓
口
】

①
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
１
１
０

②
こ
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
☎
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

※�

①
、②
開
設
日：月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
祝

日
を
除
く
）

※
相
談
時
間
は
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
に
つ
い
て

　
６
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の
１
週
間
は

「
水
道
週
間
」
で
す
。

　

こ
の
期
間
中
、
茨
城
県
南
水
道
企
業
団
で
は
、

水
道
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、

「
た
い
せ
つ
な　
水
道
守
ろ
う　
未
来
へ
と
」（
第

6８
回
全
国
水
道
週
間
ス
ロ
ー
ガ
ン
）を
テ
ー
マ
に
、

ポ
ス
タ
ー
掲
示
な
ど
の
広
報
活
動
を
行
い
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
当
企
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
茨
城
県
南
水
道
企
業
団

　
☎
０
２
９
７
‐
66
‐
５
１
３
１

水
道
週
間
の
お
知
ら
せ

　
▼
開
設
日
時　

　
５
月
10
日
㈰
・
２４
日
㈰
・
6
月
7
日
㈰
・
２8
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

▼
取
扱
業
務　
パ
ス
ポ
ー
ト
の
交
付
の
み

※
新
規
申
請
・
変
更
申
請
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
場
所　
役
場
1
階　
住
民
課

※�

役
場
住
民
課
に
事
前
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

事
前
に
「
収
入
印
紙
」
と
「
県
収
入
証
紙
」
を

商
工
会
で
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
役
場
で
は
販

売
し
て
い
ま
せ
ん
。
商
工
会
で
は
平
日
の
み
購

入
可
能
）

※�

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
場
合
は
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
決
済
も
可
能
で
す
。
申
請
受
付
時
に
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
に
届
く
お
知
ら
せ
の
U
R
L
か
ら
、

事
前
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
登
録
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

�

問
住
民
課　
窓
口
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
６
２
）

パ
ス
ポ
ー
ト

休
日
交
付
専
用
窓
口
開
設

　
日
ご
ろ
か
ら
周
り
の
方
々
と
の
連
携
を
強
化
す

る
た
め
に
も
、
地
元
の
自
治
会
や
町
会
な
ど
へ
加

入
し
、
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
「
絆
」
を
深
め

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
利
根
町
に
お
住
ま
い
で
自
治
会
や
町
会
な
ど
に

未
加
入
の
方
は
、ぜ
ひ
加
入
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課　
秘
書
広
聴
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
１
９
）

　

https://w
w

w
.jinken.go.jp/

※
24
時
間
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
住
民
課　
窓
口
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
６
４
）

　
「
け
し
」
の
仲
間
は
、
春
か
ら
色
鮮
や
か
で
美
し

い
花
を
咲
か
せ
、
観
賞
用
と
し
て
人
気
が
あ
り
ま

す
。

　
し
か
し
、「
け
し
」
の
仲
間
に
は
、
法
律
で
栽
培

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
植
え
て

は
い
け
な
い
「
け
し
」
を
発
見
し
た
場
合
は
、
竜

ケ
崎
保
健
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

�
問
茨
城
県
竜
ケ
崎
保
健
所
衛
生
課

　
☎
０
２
９
７
‐
62
‐
２
１
６
３

植
え
て
は
い
け
な
い 「
け
し
」 

の
発
見
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

取手北相馬休日夜間診療所（内科・外科）
取手市野々井１９２６番地

（取手北相馬保健医療センター医師会病院内）
☎０２９７－７８－６１１１
※必ず事前に医療機関に電話をしてください。
診療時間　土曜日：17 時～翌朝 9 時
　　　　　日曜日、祝日・年末年始：9 時～翌 9 時

休日・夜間の受診が必要なとき

男女共同参画ってなあに？　Part 145

問い合わせ　政策企画課　政策企画係　☎６８－２２１１（内線３３４）

私たちにできることは
　セクハラを防ぐためには、一人ひとりが相手の立場に立ち、「これは相手にとってどうだろう」と考えること
が大切です。また、周囲の人もセクハラ被害に気づいたときにはそっと寄り添うことが、安心できる環境づくり
につながります。一人ひとりの気づきが、お互いを尊重しあえる社会の実現に繋がっていくのです。

　事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒なども、セクハラをしてしまう側にな
り得ます。また、性別に関係なく、セクハラをする側にも受ける側にもなり得るほか、異性に対するものだけで
はなく、同性に対するものもセクハラに該当します。

セクシュアルハラスメントってなあに？

「対価型」と「環境型」
　セクハラにはいくつかの種類があり、厚生労働省では主に「対価型」と「環境型」に分けています。
・「対価型」セクハラ…�立場の強い人が、性的な要求に応じることを条件に利益を与えたり、断ることで不利益を

与えたりするものです。

・「環境型」セクハラ…�性的な言動によって周囲の人が不快を感じ、仕事や学業に集中しづらくなる状態を指し
ます。

セクシュアルハラスメントとは
　近年、「セクシュアルハラスメント（セクハラ）」は、私たちの身近な問題として広く知られるようになりました。
　セクハラとは、相手が望まない性的な言動により、不快な思いをさせたり、安心して働いたり学んだりする環境
を損なったりする行為をいいます。たとえ何気ない一言や行動であっても、受け手にとっては大きな負担となるこ
とがあります。

交際を断ると

職場にいづらくなり

050-5445-2856

受診を迷ったり・誰かに相談したいとき

2223 令和 8年 5月（No.746）令和 8年 5月（No.746）


